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令和 年度 １７

１．事業概要

（１）

① 給　水 ※令和６年度末時点

人

人

② 施　設　

％

③ 料　金

9

㎥／日

料金改定年月日
（消費税のみの改定は含まない）

165円

132円

基本料金 超過料金

（１㎥につき）料金

　 21㎥～60㎥

　   　61㎥以上
　2,200円　20㎥

有 収 水 量 密 度

198円

198円

千㎥／ha

400.46

70.52

管路延長

施設利用率

4

事業の現況

　料金は、下表の区別による基本水量制及び累進制を採用しています。

千ｍ施 設 数

□　表流水　、　□　ダム　、　□　伏流水　、　■　地下水　、　□　受水　、　□　その他
（複数選択可）

2.33

水 源

施 設 能 力

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適

供用開始年月日 昭和38年6月1日

浄水場設置数

配水池設置数

39,000

計 画 給 水 人 口 55,000

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

現 在 給 水 人 口 53,614

400㎥

家庭用

共用給水装置

浴場用

臨時用

工事業用

営業用

公共用 　40㎥

198円

132円

昭和61年4月1日

種別
水量

水道料金表（２か月）

　基本料金・超過料金（消費税込）

　2,200円

41,800円

　3,300円

63,800円

　6,380円

　5,720円

198円

   　　41㎥以上

　   　61㎥以上

 　21㎥～60㎥

      601㎥以上

   　　21㎥以上

 　　401㎥以上

　   　41㎥以上

　20㎥

600㎥

　20㎥

岩出市水道事業経営戦略

岩出市

水道事業

令和　　　８　　年　　　３　　月

令和～８

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： 年度

165円

　40㎥

165円
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④ 組　織

（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　令和７年４月１日現在の職員数は、１９人（うち会計年度任用職員は５人）です。なお、
上下水道局長と上下水道業務課長は、下水道事業も担当しています。

これまでの主な経営健全化の取組

　未収金の解消に向け、給水停止や支払督促による自主財源の確保、また、企業債の借入を抑え自主財源の
活用による建設改良事業の実施により、企業債残高の抑制に取り組んできました。

　主な経営健全化の取組は以下のとおり

　平成１９年度　公的資金補償金免除繰上償還の実施
　平成２０年度　コンビニ収納の開始
　平成２５年度　漏水調査業務委託の開始
　平成２８年度　アセットマネジメント計画の策定
　令和 元年度　スマホ収納の開始
　令和 ５ 年度　未収金回収業務の弁護士委託を開始
　令和 ６ 年度　口座振替ウェブ受付サービスの開始
　令和 ７ 年度　水道施設運転監視業務の委託を開始

　別添「経営比較分析表」のとおり

事業運営組織

職員数

上下水道局

上水道係

施設係

上下水道業務課

上水道工務課

上水道係
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２．将来の事業環境

（１） 給水人口の予測

（２）

（３） 料金収入の見通し

　水需要の予測は、給水人口の予測や過去の実績等を踏まえて算出しました。節水機器の普及や節水意識の
高まりに加えて、給水人口の減少により水需要（有収水量）は、減少していくと見込まれます。

水需要の予測

　給水人口の予測は、国立社会保障・人口問題研究所から公表された「日本の地域別将来推計人口（令和５年
（２０２３）年推計）」の推計値や過去の実績等を踏まえて算出しました。給水人口は、行政区域内人口の推移に
あわせて減少の傾向にあり、今後もこの傾向が続くものと見込まれます。

　水道料金収入の見通しは、水需要予測で算出した有収水量から算出しました。給水人口、給水量の減少によ
り、給水収益も減少していくと見込まれます。
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（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

組織の見通し

　水道事業の業務は、事務職・技術職ともに専門性を有するものであり、ある程度の経験を積まないと的確な業
務遂行及び技術の継承は難しいと考えられます。
　将来にわたり一定の技術水準を確保するため、各種研修への参加、ベテラン職員の技術力の共有、また他市
との協力体制の拡充に努め、効果的な技術継承と人材育成に取り組む必要があります。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

　水道事業を取り巻く環境は、水需要の減少に伴う給水収益の悪化、南海トラフ大地震などに伴う耐震化の推
進や施設更新時期の到来など、厳しい状況となっております。
　本市では清澄な水を未来の世代まで供給し続けるため、基本理念を「いつまでも安全で安心して飲める岩出
市の水道」とし、各施策に取組みます。
　また、この基本理念を推進するため「持続」、「安全」、「強靭」の３つを施策目標とし、体系的に取り組むことに
より今後も安全で安心した水を安定して供給していけるよう、持続可能な事業運営を目指します。

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

　職員給与費については、令和６年度決算額を基に算出しています。
　動力費については、令和６年度決算額を基に算出しています。（配水量の減少と物価上昇との相殺で一定と
推定しています。）
　修繕費については、直近５年間の実績を基に算出しています。
　支払利息については、既借入分の確定利息に新規借入分を加えて算出しています。

　給水収益については、水需要予測で算出した有収水量に令和６年度の供給単価を乗じて算定しています。
　他会計繰入金については、総務省の繰出基準に基づく繰入金と物価高騰対策としての減免措置に係る繰入
金を予定しています。
　企業債については、企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計画的な借入を予定しています。

　耐震化を含む老朽改善にあわせ、供給地区ごとの需要バランスの適正化を図るため、送水管整備事業や配
水管の更新に取り組みます。
　また、公共下水道事業等に伴う上水道管の移設により、管路の耐震化を図ります。

目　　標
　アセットマネジメント計画に基づく施設の延命化、投資の平準化を図り、施設設備の優先度や
安全性を考慮し、老朽施設の更新と耐震化を推進します。

目　　標
　未収金対策による自主財源の確保に努めるとともに、事業に必要な収入の確保（企業債の借
入）と経費の削減に取り組み、独立採算による健全な経営を目指します。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

　今後の水需要予測などに基づき、施設・設備の適正な規模を検討します。

②　財源について検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　経営戦略については原則５年ごとの見直しを行いますが、水道事業を取り巻く
環境が大きく変わればその都度見直しを行います。
　経営状況を把握し、事業の効率化、健全化に取り組みます。

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

-

　今後の水需要予測などに基づき、施設・設備の廃止・統合を検討します。

　アセットマネジメント計画に基づき、施設の延命化と投資の平準化を図りま
す。

-

　和歌山県水道ビジョンに基づく広域連携について広義に検討します。

繰 入 金 -

そ の 他 の 取 組 -

広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

-そ の 他 の 取 組

企 業 債

料 金

　企業債の借入については、利率の動向を見ながら借入先や返済方法を検
討します。

　水道施設の更新費用や維持管理費用を適正に算出し、安定経営ができるよ
う必要に応じて水道料金の見直しを検討します。
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